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決算関係書類

自社が利用したい取込方法に対応しているか

貸借対照表
損益計算書

棚卸表
その他決裁書類

仕訳帳
総勘定元帳

出納帳
補助簿

その他必要な書類

請求書(控)
領収書(控)
契約書(控)
注文書(控)

など

国税関連帳簿

取
込

入
力

費
用

出
力

検
索

履
歴

システムの契約料や利用料がどれくらい掛かるか

※他のシステムへ移行が難しい場合も維持費用が安ければ「過去年度分は旧シス
テムをそのまま契約しておく」という選択肢がとれる

取引関係書類

電子帳簿保存対応システム選定のポイント

例)「簡易的な確認者を設定した」「本格的なワークフローを設定したい」

例)「入力の必須チェック」「オペレーターに検索項目の入力まで対応してもらいたい」

入力時や変更時など運用に必要な変更・確認の履歴が残せるか

「検索機能の確保」の要件を満たせているか

他の運用方法、あるいは他のシステムへの移行に必要なデータが
出力できるか

※出力できない場合、法的保存期間(7年～10年）の間、同じシステムを使い続け
る必要がある

電子書類

メール添付
WEB送受信
インターネット

電子契約
など

請求書
領収書
契約書
注文書

など

例)ファイルを選択してアップデート、メール転送、クラウドストレージ連携(Googleドラ
イブ、Dropbox等)、チャットから転送

運用に必要な項目の入力が徹底できるか、入力の依頼も可能か

国税関係書類

＜電子帳簿保存法が改正されています＞
「電子帳簿保存法 (以下電帳法)」が改正され、今までは電子取引について保存すべき電子データをプリント
アウトして保存し、税務調査などの際に提出できるようにすれば良かったものが、今後認められなくなる
とされています (令和6年1月より適用)。それまでに準備しておきましょう。

電子データで授受した取引情報の書面保存が廃止され、電子データでの保存が必須に。

選択性ではないため全ての事業者が影響をうけることに！※施行からの猶予措置あり

検索機能の確保 「取引年月日」「取引金額」「取引先」

１．検索機能に対応した専用ソフトを利用する

２．ファイル名を「２０２２０３０１㈱○○商店 １１００００」など

にしてデータを保存

３． などで検索模を作成し、保存したファイルと関係

づける

１ 「検索徽宗の確保」３つの対応方法

１．タイムスタンプが付された後、取引情報の受領

２．取引情報の受領後、タイムスタンプと付す(改定前：遅
延なく) →付与期間は最長２か月以内(２０２２年改正)

３．データの訂正削除を行った場合の履歴が確認できる

システムまたは訂正削除できないシステムを使用

４．訂正削除の防止に関する事務処理規定の備付け

２ データの真実性担保をするための４つの対応方法

電子受信したものは

電子保存が義務

改正電帳法とインボイス制度の双方に準拠したデータを

取扱えるシステム導入をお勧めします

‣ 電帳法の電子取引データの保存に関しては、令和５年中に準備しておくことが必要となります。

→不安がありましたら顧問の税理士や、当所までご相談ください。

また、当所では令和５年中にセミナーを開催予定です。その際は是非ご参加くださいませ。

事業所
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【サイト：https://www.kyujin-guide-myoko-plus.jp】

　小規模事業者・中小企業での人材確保が課題となる昨今、求人市場では紙媒体・リアルで
の会社説明会のほかに求人動画の活用が増えてきました。
　背景にはスマートフォンの普及により動画を見る機会が増えたことが挙げられますが、ほ
かにも求職者に職場の雰囲気や実際の仕事風景を動画で見てもらうことでお互い具体的なイ
メージもつことができ、入社後のミスマッチを減らせます。

　会議所では各事業所の求人とPR ショート動画を発信する地元就職応援ポータルサイトを
開設しました。

【サイトの特徴】

●仕事に携わっている人の想いや仕事の
雰囲気を視覚と聴覚の両方で伝えるこ
とができます。

●感覚的なものを具現化・表現化するよ
う、15 秒ほどの映像で、現代の求職者に
伝わる演出を施します。

●動画を見て気になった事業所の会社情報
をすぐにチェックできます。

　新井商工会議所では物価高騰や新型コロナウイルスの影響を受ける事業者に向けて、各種
支援制度を社会労務士に相談できる窓口を設置しました。
　相談は無料ですが、事前予約制となります。お申込みは新井商工会議所までご連絡ください
（TEL：0255-72-2425）

■無料相談窓口会場　　　　　　　　　　　　　■  開 設 日 火曜日 9：00 ～ 12：00

新井商工会議所　1 階　会議室 木曜日 13：00 ～ 16：00

無料相談窓口開設のお知らせ

求人動画サイト
【求人ガイドみょうこう＋(プラス )】のご紹介

求職者・事業者の
みなさんへ
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　長引く新型コロナウイルスの影響に加え、持続的な物価上昇や燃料費等の高騰に対応し、市民向け
の生活支援による地元消費の拡大を図るため、妙高市の支援を受け、プレミアム付商品券を発行する
ことが決まりました。

■販売内容　　商品券 500円券26枚綴り（１万3千円分）を１冊10,000円にて販売。
ただし、参加店全店で使用できる券と市内本社店舗のみで使用できる券の
2種類13枚ずつが１冊に綴られている仕様です。

■販売方法　　妙高市の全世帯に配布されるチラシに付属している「購入引換券」を期間内に最寄りの
販売所へ持参することで1人1冊まで購入できます。

■販売期間　　令和５年５月８日（月）～　令和５年５月３１日（水）
※販売期間経過後に残数が生じた場合には、2次販売の告知を行った上で先着販売を行
います。

■利用期間　　令和５年５月８日（月）～　令和５年８月３１日（木）

■販  売  所　　新井商工会議所・妙高高原商工会・妙高商工会
新井信用金庫市内本支店・道の駅あらいくびき野情報館・郵便局（市内12ヶ所）ほか

※次の商品・サービスには利用できません。

◎金券類・プリペイドカードなど換金性の高いもの
◎たばこ　
◎税金などの租税公課

◎妙高市指定ごみ袋や処理手
数料差額券などの手数料
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　当所を会場にした確定申告に対する無料相

談を 2 日間にわたり開催しました。記帳指導職

員ほか委嘱税理士によって申告書の作成方法

など説明が行われました。また今年１０月からイ

ンボイス制度が開始されることを受けて、インボ

イス制度の相談窓口も併設し、積極的に質問

する様子がうかがえました。

確定申告個別相談会3/2,3

～新潟ガストロノミーアワード～
　新潟県観光協会と一般社団法人ローカル・ガストロノミー協会は 3 月 9 日に

第１回「新潟ガストロノミーアワード」を発表しました。特産品部門・ホテル部門・

飲食店部門の３つがあり、全５３２件の中から、特産品部門で「かんずり」が

大賞を受賞。ほかにも飲食店部門で「古流手打ちそば処 こそば亭」、旅館・

ホテル部門で「関温泉 うぐいすの初音」が受賞しました。

　同賞は新潟の風土や文化を食で選ぶ賞で、料理の味や質に加え、地域の

食の活用などの観点から専門家によって審査されました。賞を通じて地域の食

文化を体験する旅行を活性化させる狙いがあり、新潟県観光協会の会長であ

る花角知事も力を入れて発信していきたいと述べています。

　新井商工会議所、妙高商工会、妙高高原

商工会が取りまとめた要望書を市長へ提出しま

した。

　内容は消費喚起の取り組み、雇用の確保等

の施策の充実、中小事業者に対する既存支援

制度の見直し、建設産業の活性化対策、経済

団体への財政支援拡充の５項目を要望しました。

３商工団体　妙高市へ要望1/14
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▲ 33.9
▲ 22.9
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▲ 43.2

▲ 23.3
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▲   4.5

▲ 18.4
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▲ 18.4
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▲ 18.4 
▲ 16.4 
▲ 25.9
▲   8.6
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▲ 16.8 
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☆会員企業紹介☆

　　2020 年 8 月の動向

商工会議所 LOBO（早期景気観測）　2023年２月動向（全国）
業況DIは、コスト増に価格転嫁が追いつかず悪化先行きは、物価高と外需減退により慎重な見方 

◆全産業合計の業況DIは、▲19.4（前月比▲1.0ポイント）
・小売業では、インバウンド需要の増加により、免税品や高付加価値商品の売上が堅調な百貨店を中心に改善し
た。一方、建設業では、公共工事の受注減少に加え、建設資材の高騰の影響で悪化した。製造業では、外需の
減退から半導体等の電子部品関連を中心に悪化した。また、卸売業では、製造業関連の引き合いが減少し、力
強さを欠いている。サービス業では、飲食・宿泊業を中心に需要は増加するも、人材確保等のコスト負担増の影
響で、ほぼ横ばいに留まった。業種を問わず、人手不足や資源・エネルギー価格の高騰によるコスト増が続いてい
る。仕入価格高騰のスピードに価格転嫁が追いつかず、中小企業の業況は悪化となった

◆先行き見通しDIは、▲19.2（今月比＋0.2ポイント）
・５月８日の新型コロナウイルスの５類への移行に伴う活動正常化で、売上増加を期待する声が小売業・サービス
業から聞かれた。一方、活動回復に伴うさらなる人手不足が懸念される。また、エネルギー価格高騰に対する激
変緩和措置はあるものの、物価高や賃上げ等、企業のコスト負担増は続いている。米中関係の緊迫化や世界経
済の鈍化で外需の減退も懸念される中、先行きは慎重な見方となっている。 

　今回は「リラクゼーションsalon Aroma Heart」/「Café Fulfill」にお邪魔し、代表の宮尾 真紀さ
んにお話を伺いました。
　リラクゼーションサロンとカフェが併設している店内は入店した瞬間から植物由来の心地よい香
りとクラシック音楽で安らぎを与えてくれます。
　サロンの方はアロマを使いながらマッサージを施してくれます。アロマセラピーは紀元前からあ
る療法で、植物の香りを用いて心身の健康を促してくれます。Aroma Heart では香りによってリラッ
クスした状態からマッサージを行うことでデトックスを促したり筋肉のコリをほぐしていきます。
そのため美容目的だけでなく、日々の生活で蓄積した体の疲れを癒しに来る人や健康のために来る
人も多くいるそうです。
　また、併設しているカフェにいたっても自然で健康志向のメニューがラインナップされており、
おすすめの豆腐でできたチーズケーキは豆腐に思えないほど濃厚で満足感がありながらヘルシーに
いただけます。ほかにもグルテンフリーのピザや特製ナポリタンなどの軽食も楽しめます。
　宮尾さんはここに来た人
がくつろげる場所、自分の
時間を大切にできるような
場所にしていきたいとおっ
しゃっていました。

〒944-0007　妙高市中町6-6つるやビルディング 2F
●リラクゼーションsalon Aroma Heart
営業時間10：00～19：00（要予約）
●Café Fulfill
営業時間11：00～17：00　
定休日：水曜日、日曜日

業況DI（※DI＝「好転」の回答割合－「悪化」の回答割合）
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〒944-0203 新潟県妙高市大字下濁川1592番地1

電気設備工事・設計・施工

東北新井電工㈱
妙高市関川町1丁目2―7

TEL 0255（72）2264  FAX 0255（72）2875

●事業所名 ●住　　所 ● 代表者名 ●業　　種 No.

１ ㈱蔵人 松苗　清人 上越市大和 5-10-72 飲食業

２ Belle Stage ㈱ 樋口　雄基 上越市土橋 1154-1 ワグリオフィス D 美容業

3 肉のマミー 渡辺　正臣 妙高市栄町 3-5 小売業
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アクサ生命は、商工会議所と協力し、会員事業所の各種ニーズ（弔慰金・見舞金制度、退職金制度、リスク対策や事業承継など）を共済制度／福祉制度
でサポートしています。
アクサ生命保険株式会社　新潟支社　上越営業所　
〒943-0804　新潟県上越市新光町1-10-20　上越商工会議所会館2F　 TEL 025-525-9738


